別記様式第２(第７条関係)
物品使用貸借契約書
物品名、規格及び数量
貸与者(以下「甲」という｡)と借入者　国立大学法人熊本大学　契約責任者　理事(以下「乙」という｡)は、上記の物品について、次の各条により物品使用貸借契約を締結するものとする。
第１条　乙は、物品を教育、研究又は診療の用に供するものとして、甲から無償で借り入れるものとする。
第２条　物品は、熊本大学　　　　　　　　において使用するものとする。
第３条　物品の貸借期間は、令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までとする。
第４条　乙は、善良な管理者の注意をもって物品を使用するものとする。
第５条　乙は、天災その他やむを得ない事由により、甲の物品を滅失又は毀損した場合は、その損害賠償の責を負わないものとする。
第６条　乙は、物品を第三者に使用させてはならない。
第７条　物品の搬入、据付け及び撤去並びに補修等に要する経費は、甲の負担とする。
第８条　この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
第９条　この契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、熊本大学所在地を管轄区域とする熊本地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和　　年　　月　　日
（甲）住所
氏名
（乙）住所　熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号
国立大学法人熊本大学
契約責任者　理事


別記様式第2 (第7条関係)文書館用

物品使用貸借契約書

貸与者(以下「甲」という。)と借入者　国立大学法人熊本大学　契約責任者　理事(以下「乙」という。)は、歴史的若しくは文化的な文書及び資料又は学術研究用の文書及び資料等(以下「文書資料等」という。)について、次の各条により物品使用貸借契約を締結する。

第１条　乙は、別表に掲げる文書資料等を教育研究の用に供するものとして、甲から無償で借り入れるものとする。
第２条　文書資料等の貸借期間は、令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までとする。
２　前項の貸借期間満了の日の2か月前までに甲又は乙のいずれからも別段意思表示のないときは、貸借期間を5年間更新するものとし、その後も同様とする。
第３条　文書資料等は、熊本大学文書館(以下「文書館」という。)において使用する。
第４条　乙は、善良な管理者の注意をもって物品を使用するものとする。
第５条　乙は、文書資料等の利用に関し別紙に記載する特約事項及び熊本大学文書館利用等規則 (平成２８年１０月２７日制定)に基づき取り扱うものとする。
２　前項の利用にあたり、甲は、文書資料等に含まれる著作物等の取扱いについて、別紙に記載する特約事項を除き、乙が甲に属する著作者人格権、著作権、実演家人格権及び著作隣接権の利用並びに著作者名を表示する、又は表示しないこと及び利用に際してやむをえない範囲での変更、切除その他の改変を行うことについてあらかじめ許諾する。
又は
２　前項の利用にあたり、甲は、文書資料等に含まれる著作物等の取扱いについて、別紙に記載する特約事項を除き、甲に属する著作者人格権、著作権、実演家人格権、出版権(複製権者の承諾を得た文書に限る。)及び著作隣接権を乙に譲渡する。
３　甲は、文書資料等の修復について、乙に一任する。
第６条　前条第1項の利用にあたり、乙は、甲が当該文書資料等について利用申請した場合は、利用制限は行わない。
第７条　文書資料等の通常の管理に必要な経費は、乙の負担とする。
第８条　乙は、天災、その他やむを得ない事由により、甲の物品を滅失又は毀損した場合は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
第９条　甲又は乙が、この契約を変更し、又は解除しようとする場合には、契約を変更し、又は解除しようとする日の２か月前までに申し出て、協議するものとする。
２　契約の一部を変更するときは、改めて契約を締結するものとする。
３　契約を解除するときは、乙は、契約解除日から原則として３０日以内に、文書資料等を甲に返還するものとする。
第１０条　文書資料等の受け取り及び返還の場所は、文書館とする。
第１１条　この契約書に定めのない事項又は関して疑義が生じた事項については、甲及び乙協議の上、定めるものとする。
第１２条　この契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、熊本大学所在地を管轄区域とする熊本地方裁判所とする。

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管するものとする。



令和　　　年　　　月　　　日

(1) 住所
氏名




(2) 住所　熊本県熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号
国立大学法人熊本大学
契約責任者　理事









































別表（第1条関係）

文書資料等
	
	文書資料等名
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別紙（第3条関係）

○特約事項
(1)利用制限を行う情報(甲が利用する場合を除く。)
〔利用制限内容及びその期間〕














(2)著作物等の取扱いに係る利用制限事項(又は留保事項)
〔著作権等の利用制限内容(又は譲渡を留保する内容)及びその期間並びに著作者名の表示を省略すること等の利用制限内容及びその期間〕
(別添「熊本大学文書館文書資料等における著作権等について」参照)





























（別添）
熊本大学文書館文書資料等における著作権等について

熊本大学文書館に寄贈又は寄託された文書資料等に含まれる著作物等についての著作権法（昭和45年5月6日法律第48号。以下「法」という。）上の各権利は次のとおりである。
	著作権法上の各権利
	想定される利用例
	備考

	1
	公表権
	法第18条
	未公表の著作物を含む文書資料等を利用請求者に利用させる場合。
	公表について同意が推定される場合（法第18条第2項）や、情報公開法に関し、同意擬制（法第18条第3項）や適用除外（法第1条第4項）となる場合がある。

	2
	氏名表示権
	法第19条
	利用請求者に著作物を含む文書資料等を利用させるにあたって、著作者名が個人情報に該当することから、当該著作者名の表示を省略して利用に供する場合
	適用除外（法第19条第4項）あり

	3
	同一性保持権
	法第20条
	
	適用除外（法第20条第2項）あり

	4
	複製権
	法第21条
	利用請求者に著作物を含む文書資料等の複製物を交付する場合や、永久保存のため、マイクロフィルムやデジタル画像の複製物を作成する場合。
	

	5
	上演権・演奏権
	法第22条
	利用請求に基づき、著作物である上演や演奏が録音又は録画された文書資料等を再生する場合（公衆送信または上映を除く。）
	

	6
	上映権
	法第22条の2
	利用請求に基づき、録画された著作物（映画を除く。）が含まれる文書資料等を再生する場合。
	

	7
	公衆送信権、
公の伝達権
	法第23条
	デジタルアーカイブ等により、HP上に著作物を含む文書資料等の画像を掲載する場合。
	

	8
	口述権
	法第24条
	利用請求に基づき、著作物である口述が録音又は録画された文書資料等を再生する場合（公衆送信又は上映を除く。）
	

	9
	展示権
	法第25条
	著作物を含む文書資料等を展示する場合が考えられるが、著作権侵害の可能性があるものは選別することで対処。
	

	10
	頒布権
	法第26条
	映画の著作物が含まれる文書資料等を利用に供する場合。
	

	11
	譲渡権
	法第26条の2
	利用請求者に著作物を含む文書資料等を交付する場合。
	適用除外（法第26条の第2項あり。）

	12
	貸与権
	法第26条の3
	著作物を含む文書資料等を、外部展示会等へ貸し出す場合。
	

	13
	翻訳権、
翻案権
	法第27条
	著作物を含む文書資料等の翻訳物を、海外へ向けて発信等をする場合。
	

	14
	二次的著作物の利用権
	法第28条
	二次的著作物に関し、上記13までと同旨。
	

	15
	出版権
	法第79条
	著作権の設定のあった著作物を含む文書資料等を利用請求者に利用させる場合。
	

	16
	著作隣接権
	法第89条
	実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を含む文書資料等を利用請求者に利用させる場合。
	実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利について上記14までに類する（上記2及び3については実演家のみ。）













































